










合格者は別途、合格発表時に通知する方法により手続きを行ってください。

〒862 - 8570　熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18－1
熊本県農林水産部森林局林業振興課　
TEL 096 -333 -2444　
FAX 096 -381- 8710

　希望される方には、くまもと林業大学校の長期課程期間中に月額12万9千円（令和4年2月時点）を
支給する制度があります。ただし、給付金受給者は、別添の支給要件を満たすとともに審査のうえ
決定します。
　なお、雇用保険で失業給付を受給中の方は減額、または不支給になる場合があります。
　詳しくは各ハローワーク給付窓口へ事前にお問い合わせください。



次の条件「全て」を満たすことができる者。
ただし、令和5年度（2023年度）予算が議会承認されていることが前提です。
また、要件が変わる場合があります。

詳細については、熊本県農林水産部森林局林業振興課へお尋ねください。

（１）くまもと林業大学校【長期課程】の入校が決定されていること。

（２）常用雇用の雇用契約を締結していないこと。

（３）原則として、全ての研修を受講できること。

（４）くまもと林業大学校【長期課程】に係る基準をもとに、自ら研修計画を作成し、承認申請で
きること。（研修計画の作成方法は、こちらからお知らせします。）

（５）くまもと林業大学校【長期課程】修了後、林業分野へ1年以内に就業し、将来その中核を担
う強い意欲を有していること。（林業分野とは総務省の国勢調査で「林業」に分類される産
業を準用します。ただし、林業分野であっても公務員（準ずるもの）は含みません。）

（６）原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

（７）くまもと林業大学校に関する調査を行う場合、これに協力すること。

（８）返還要件に係る誓約書を提出すること（保証人1人が必要）

      主な給付金の返還要件は、以下の条件のいずれかに該当する者です。

①くまもと林業大学校【長期課程】を途中でやめた場合

②適切に研修を受講していないと判断された場合（例：研修での遅刻、受講中の居眠りなど、
真面目に受講せず、知識の習得等をする努力をしていない場合等）　

③林業分野への就業後2年以内に離職した場合

④研修修了後の林業分野への就業報告等の定められた報告※を適切に行わなかった場合

⑤虚偽の申請等を行った場合

※定められた報告
　 □ 就業報告：就業後1カ月以内に報告
　 □ 就業状況報告：研修修了後5年間、年2回報告
　 □ 住所変更届：研修期間または、就業状況報告の対象内に転居した場合は、1カ月以内に報告










